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（行事名）

「バス運賃変更に伴う市民の意見を聴く会」の開催について

概 要

（趣旨・日時・

場所・内容等を

記入すること。）

バス運賃変更に当たり市民の意見が反映されるよう，旭川市民の消費生

活を守り高める条例第９条第２項に基づき「バス運賃変更に伴う市民の意

見を聴く会」を開催するため，意見を述べる方を募集する。

日時 令和４年５月１４日（土） 午後６時

場所 旭川市１条通８丁目 フィール旭川７階

旭川市シニア大学講座室

申込締切 令和４年５月１２日（木） 午後５時１５分

申込先 旭川市１条通８丁目 フィール旭川７階

旭川市消費生活センター

添付資料
有 ・ 無 依頼文・旭川電気軌道株式会社からの通知文(写)・

関係例規等抜粋，原稿用紙（書面意見用）

（有・無のいずれかを囲むこと。）

※ 有の場合，資料の内容を記入すること。なお，別途冊子等の配付を希望

する場合は，その旨記入すること。

報道（取材）に当

たってのお願い 取材等のお申し込みは，上記担当へお問い合わせください。



令和４年４月２２日

各報道機関 様

旭川市消費生活センター

( 内線 80-2651 )

「バス運賃変更に伴う市民の意見を聴く会｣の開催について

旭川市民の消費生活を守り高める条例（昭和５０年旭川市条例第３６号）第９条第１項

の規定により，旭川電気軌道株式会社からバス運賃を変更したいとの通知があったので，

消費者の意見が反映されるよう，同条第２項の規定により「バス運賃変更に伴う市民の意

見を聴く会」を次のとおり開催します。

つきましては，広く市民に周知いたしたく報道くださいますようよろしくお願いいたし

ます。

１ 日時 令和４年５月１４日（土） 午後６時

２ 会場 旭川市１条通８丁目 フィール旭川７階

旭川市シニア大学講座室

３ 参加申込方法 意見を述べようとする方は，来庁若しくは電話により，又は住

所，氏名，電話番号及び代読希望の有無を記載した書類を郵送，

ＦＡＸ若しくは電子メールにより提出し，お申し込みください。

なお，書面での意見も受け付けます。

４ 申込締切 令和４年５月１２日（木） 午後５時１５分

（郵送の場合は，令和４年５月１２日（木）必着分まで）

５ 申込先 旭川市１条通８丁目 フィール旭川７階

旭川市消費生活センター

電話２５－９７４７ ＦＡＸ２６－２５４５

電子メールアドレス syo510@city.asahikawa.hokkaido.jp
受付は，土曜日及び日曜日を除く午前８時４５分から午後

５時１５分までです（ＦＡＸ及び電子メールは常時受付）。

６ 定員 意見を述べる方の人数は制限しません。

７ 意見を述べる時間 意見を述べる時間は，１人３分以内とさせていただきます。

８ 傍聴 事前に申し込む必要はありませんが，多数の場合は会場の都合

により傍聴できないことがありますので御了承ください。

９ その他 本会は，広く市民の皆様の意見を聴く場です。旭川電気軌道株

式会社が主催する説明会ではないため，質問又は討論に当たる発

言は御遠慮願います。また，旭川電気軌道株式会社からの通知内

容につきましては，旭川市消費生活センターへお問い合わせくだ

さい。













関係例規等抜粋

旭川市民の消費生活を守り高める条例

（市民の意見を聴く会の開催）

第９条 公益的事業者が，その料金を変更しようとするときは，事前に市長に通知するものとする。

２ 市長は，前項の通知を受けた場合，必要があると認めるときは，広く市民の意見を聴く会を事

業者の協力を求めて開き，消費者の意見を反映させるよう努めなければならない。

３ 市長は，第１項の公益的事業者の範囲について定めるものとする。

旭川市民の消費生活を守り高める条例施行規則

（公益的事業者の通知事項）

第３条 条例第９条第１項の規定により公益的事業者が市長に通知する事項は，次の各号に掲げる

ものとする。

(１) 申請等の時期

(２) 料金を変更しようとする理由

(３) 変更しようとする料金の内容

２ 条例第９条第３項の規定により市長は，公益的事業者の範囲を定めたときは，告示するものと

する。

公益的事業者の範囲について

旭川市民の消費生活を守り高める条例（昭和 50年旭川市条例第 36号）第９条第３項及び旭川市
民の消費生活を守り高める条例施行規則（昭和 51年旭川市規則第 27号）第３条第２項の規定に基
づき公益的事業者の範囲を次のように定める。

１ 公益的事業者の範囲

旭川市水道局

旭川電気軌道株式会社

道北バス株式会社



道路運送法

発令 ：昭和26年6月1日号外法律第183号

最終改正：令和2年6月3日号外法律第36号

改正内容：令和2年6月3日号外法律第36号[令和2年11月27日]

（一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金）

第九条 一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者（以下「一般乗合旅客自動車運送事業

者」という。）は、旅客の運賃及び料金（旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものと

して国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第三十一条第二号、第八十

八条の二第一号及び第四号並びに第八十九条第一項第一号において「運賃等」という。）

の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとすると

きも同様とする。

２ 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な

原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなけ

ればならない。

３ 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項の認可を受けた運賃等の上限の範囲内で運賃

等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更し

ようとするときも同様とする。

４ 一般乗合旅客自動車運送事業者が、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活に必

要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために乗合旅客の運送を行う場合に

おいて、国土交通省令で定めるところにより、当該運送に係る運賃等について地方公共団

体、一般乗合旅客自動車運送事業者、住民その他の国土交通省令で定める関係者間の協議

が調つたときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項及び前項の規定にかかわ

らず、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもつて足りる。これを変更し

ようとするときも同様とする。

５ 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項の国土交通省令で定める運賃及び料金を定め

ようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これ

を変更しようとするときも同様とする。

６ 国土交通大臣は、第三項若しくは第四項の運賃等又は前項の運賃若しくは料金が次の各

号（第三項又は第四項の運賃等にあつては、第二号又は第三号）のいずれかに該当すると

認めるときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業者に対し、期限を定めてその運賃等又は

運賃若しくは料金を変更すべきことを命ずることができる。

一 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、旅客の利益を阻害するおそれがあ

るものであるとき。

二 特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。

三 他の一般旅客自動車運送事業者（一般旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下

同じ。）との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。



○ バ ス 運 賃 変 更 に 伴 う 市 民 の 意 見 を 聴 く 会

住 所 ：

氏 名 ：

電 話 番 号 ：

意 見




